




 

様式第５ 

 

農業振興地域整備計画を変更する理由 

 

清須市  

 

第１ 農業振興地域整備計画変更の理由 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和44年７月１日法律第58号）第７条の規定により農

業振興地域の区域が変更されたため、同法第13条の規定により農業振興地域整備計画を変更

する。 

 

第２ 変更の概要 

１ 農用地利用計画 

(１) 農用地区域の編入 

図面番号 所在 編入の理由 

   

 

(２) 農用地区域の除外 

図面番号 所在 除外の理由 

① 清須市一場弓町82番地の一部  農業外の土地利用を希望する申し出が

あり、農業振興地域の整備に関する法律第

13条第2項各号の要件を満たすと判断され

るとともに、農業振興地域整備計画の達成

に与える影響が軽微と見込まれるため。 

 

 (３) 用途区分の変更 

図面番号 所在 変更の理由 

   

 

 


